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(そ の 1)

(ふ り が な )

1政 治 団 体 の 名 称

支 報 圭
日 ※該 当箇所 に /ヽ すること

十ＴＩ！
収 と

口
じゆうみんしゅとうとちぎけんだぃよんせんきょくしボ

自由民主党栃木県第歯還拳区史部

〒 321-0225

2主たる事務所の所在地   下若卜賀郡と生町木え 2-15-20

3代 表 者 の 氏 名 佐 藤  勉

4会 計 責 任 者 の 氏 名 大  容  覧  也    5  平成 23年分

事務担当者の氏名

事務担当者の氏名

篠 崎 佳 走 (電器)0285-25-7878

(電話)

活 動 区 域 の 区 分

□ 2以 上 の都道府県 の区域等

団 同 一 の 都 道 府 県 の 区域 内

資 金 管 理 団 体 の 指 定 の 有 無 (12月 31日 又は解散時点)

有

　

無

公 職 の 種 類

資金管理団体の届
/ヽ

フ
`〕

尋:∫

ア3

コー ド番号

入  力

政滑卜川体 名称 の

頭  2 文  字

※

政 治 団 体 の 区 分

□ 政          党

団 政  党  の  支  部

□ 政  治  資  金  団  体

□ 政 治 資 金 規 正 法 第 18条 の 2

第 1項 の規定 による政治 団体

□ そ の 他 の 政 治 .団 体

□ そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部

体 の 区 分国 会 議 員 、関 係 政 治 団

政治資金規正法第 19条 の 7第 1項第 1号に係る

国会議員関係政治団体

政治資金規正法第 19条の 7第 1項第 2号に係る

国会議員関係政治団体

公職の候補者の氏名  佐 藤  勉

公 職 の 種 類   衆義院義夙 (テ兄職)

資 金 管 理 団 体 の 指 定 の 期 間

平成

平成

年

年

月

　

月

日か ら

日まで

平成

平成

日か ら

日まで

月

　

月

年

年

国会議員関係政治団体に関す
る特例の適用期間
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(その 2)

1 収支の総括表

2 収入項目別金額の内訳

収 支 の 状 況
(単位 :円 )

(単位 :円 )

31,630,419 1

3,319, 144

28,311,275

30,975,693

654,726 ・

(前 年 か ら の 繰 越 額 )

(本 年 の 収 入 額 )

収 入 総 額

支 出 総 額

翌 年 へ の 繰 越 額

金  額 1 1,441,800

人  員 1 と,766本

(1)個人の負担する党費又は会費

(2)寄 附

備 考金 額 (円 )

10,
∩
Ｕ

∩
υ

∩
Ｕ

∩
υ

∩
Ｕ

∩
υ

0

10, 819, 475/

50,000/

20,869,475/

0

0

20,869,475ノ

① 寄 附 (② を 除 く。 )の 区 分

lアl個 人 か ら の 寄 附

(う ち 特 定 寄 附 )

常)法人その他の団体か らの寄附

●)政 治 団 体 か ら の 寄 附

小 計   lアl + 何)十  1ウ l

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの)

② 政 党 匿 名 寄 附

合 計  (① 十 ② )

2
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(その 5)

(5)本部又は支部から供与された交付金に係る収入

備 考主たる事務所の所在地

東京都千代田区永田町1-H-23

〃

〃

〃

〃

年月日

23.04.28

23.07.29

23.10.31

23.12.15

23.12.22

金 額

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,000,000

1,250,000

6,000,000

6,000,000

交付金を供与した本部又は支部の名称

自 由 民 主 ′党 本 部

〃

〃

〃

〃

こ の 頁 の 小 計

△
ロ 計

F



1 (そ の 7)

①個人 2.法人。その他の団体 3.政治団体

備 考
職業(団体にあつては、

代表者の氏名)

衆議院議員

衆議院議員

県議会議員

医   師

会社役員

市議会議員

寄附者の区分

住 所 (団体に合つては、主たる事務所の

所在地)

下都賀郡壬生町本丸2-7-22

下都賀郡壬生町本丸2-7-22
下都賀郡壬生町緑町 1-23-1 ラフイネスおもちゃのまち駅前 501

栃木市柳原町 130-2

真岡市物井 1732

小山市乙女3-13-26

(7)寄附の内訳

年月日

23 0 1 18

23.08.19

23.01.28

23.01.31

23.03.28

23. 12. 14

金    額

2
∩
Ｕ

∩
Ｕ

ｎ
Ｕ

Ｅ
Ｊ 00

2,500,000

1,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

10,000,000

0

10,000,000

寄附者の氏名

(団体にあつては、その名称 )

佐 藤   勉

佐 藤   勉

佐 藤   良

大 木 丈 弘

徳 増 勝 義

篠 崎 佳 之

この買の小計

その他の寄附

合   計

(注 1)

(注 2)
同一者からの年間 5万円を超える寄附は個別に記載して下さい。

同一者から複数回寄附を受けた場合は、寄附をした者 (団体等)ご とに
「名寄せ」して年月日順に記載し、その者の最後に「計」を入れて下さい。

「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団体又は政治団体
の寄附者の区分ごとに、最後の頁に記載して下さい。

4

(注 3)



1 (そ の 7)

1.個人②法人・その他の団体 3。 政治団体

備 考
職業 (団体にあつては、

代表者の氏名)

渡 辺 宣 幸

小 林 正 治

沼 尾 康 孝

沼 尾 康 孝

沼 尾 康 孝

沼 尾 康 孝

玉 木   茂

竹 石 峰 夫

松 本 友 一

大 嶋 政 一

大 島   晋

岸   辰 明

斎 藤 和 実

坂 本 喜代子

寄附者の区分

住 所 (団体に合つては、主たる事務所の

所在地)

真岡市長田1,275

小山市喜沢689

東京都中央区日本橋人形町卜12■ 1

東京都中央区日本橋人形町 1-12-11

東京都中央区日本橋人形町卜12■ 1

東京都中央区日本橋人形町卜12-11

大田原市中央卜13-10

芳賀郡芳賀町祖母井500

真岡市二宮町さくら4-卜20

栃木市都賀町大橋205-4

下都賀郡壬生町壬生甲3,821-3

小山市大行寺1,205-3

小山市飯塚484

小山市粟宮777-2

(7)寄附の内訳

年月日

Z3.01。 12

23,01。 31

23.03.24

23.06.30

23.09.27

23。 12.29

23.04.27

23.04.27

23.04.28

05。 13

23.05,16

23.05,16

23.05.18

23,05。 18

金    額

120,000
∩
Ｕ

∩
υ

∩
Ｕ

９
じ 00

300,000

3 00, 0 0 0

300,000

300,000

1,200,000

1
∩
Ｕ

∩
Ｕ

ｎ
Ｕ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

500,000
∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
υ

∩
Ｕ

Ｏ
と

3i840,000

0

寄附者の氏名

(団体にあつては、その名称)

奥原建設株式会社 ン

光洋建設株式会社
/

山一産協柳

山一産協li角 ″

山一産協欄 ィ

山一産協爛
ン

計

那須土木株式会社

竹石建設株式会社

(有)松 本工務店

大嶋土木工業株式会社

大島建設工業株式会社

いなば建設株式会社

儡 斉藤組

坂本工業株式会社

この頁の小計

その他の寄附

合   計

(注 1)

(注 2)
同一者からの年間 5万円を超える寄附は個別に記載して下さい。

同一者から複数回寄附を受けた場合は、寄附をした者 (団体等)ご とに
「名寄せ」して年月日順に記載し、その者の最後に「計」を入れて下さい。

「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団体又は政治団体
の寄附者の区分 ごとに、最後の頁に記載して下さい。

丁

(注 3)
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2 (そ の 7)

1.個人②法人・その他の団体 3.政治団体

備 考
職業(団体にあつては、

代表者の氏名)

岩 原 成 年

小 林   宏

落 合   清

佐 藤 豊 忠

富 田   武

川 島 己

富 田   武

岩 澤 理 夫

篠 原 延 元

毛 塚   均

渡 邊 秀 夫

清 水 新 市

亀 田 晋

戸 室 克 美

寄附者の区分

住 所 (団体に合つては、主たる事務所の

所在地)

宇都宮市平出工業団地6-12

下野市石橋253

下都賀郡岩舟町静1,756-2

下都賀郡壬生町壬生甲2,230

下都賀郡岩舟町静1,87卜 1

栃木市藤岡町藤岡5,256

下都賀郡岩舟町静 1871-1
足利市久保田町56牛 1

栃木市藤岡町富吉 1,500

小山市城山町卜許26

栃木市都賀町大橋 256-1
佐野市戸奈良町771

佐野市岩崎町 1349

佐野市戸奈良町 1265

(7)寄附の内訳

年月日

23.05。 18

23.05。 19

23. 05 1 9

23,05。 24

23,05,24

23,05。 24

23.05。 24

23.05。 27

23.05。 27

23.05.27

23.05。 27

23.05.30

23.05,30

23.05。 30

金    額

500,000
∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
υ

ｎ
ｕ

Ｏ
乙

1 2 0
∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

120,000

120,000

120,000

120,000
∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
υ

∩
Ｕ

Ｏ
ι

∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

Ｏ
ｂ

∩
υ

∩
υ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

Ｏ
と

119,475

120,000

120,000

120,000

2,059,475

0

寄附者の氏名

(団体にあつては、その名称)

岩原産業l抑

小林工業株式会社

落合建設工業株式会社

佐藤工業株式会社

富田建設株式会社 /

川島工業株式会社

富田建設伽 /

岩澤建設株式会社

辰巳建設株式会社

腑 板橋組

棚ワタナベ土木

関東建設株式会社

三陽建設株式会社

腑 戸室組

この頁の小計

その他の寄附

合   計

同一 ら 5万 超える イま イこ て さい。

(注 同一者から複数回寄附を受けた場合は、寄附をした者 (団体等)ご とに

名寄せ」して年月日順に記載し、その者の最後に「計」を入れて下さい。

(注 3)「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団体又は政治団体

の寄附者の区分ごとに、最後の頁に記載して下さい。

１

２

ι
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3 (そ の 7)

1.個人②法人・その他の団体 3.政治団体

備 考
職業 (団体にあつては、

代表者の氏名)

廣 瀬   徹

坂 本 邦 男

青 木 英 幸

吉 田 澄 子

小 林 正 治

五十畑 豊 廣

市 川 真 人

原  口 夫

藤 井 昌

栗 田   設

柳   浩 雄

瀧 澤 克 也

荒 井 不二夫

浅 香 久 雄

前 原 正 義

寄附者の区分

住 所 (団体に合つては、主たる事務所の

所在地 )

佐野市犬伏上町2191

栃木市尻内町691-1

小山市乙女2-30-8

下野市柴 1,041-2

小山市喜沢689

下都賀郡岩舟町鷲巣45-3

下都賀郡壬生町本丸2-24-4

栃木市片柳町2-2-2

宇都宮市平出工業団地41-3

小山市乙女3-15-13

芳賀郡市貝町赤羽353

足利市堀込町 1,701

栃木市藤岡町都賀 883

真岡市台町3379-1

下野市上大領30-2

(7)寄附の内訳

年月日

23.05,30

23,05。 31

23.05,31

23.05.3と

23.06.01
∩
υ

Ａ
υ

９
じ

つ
ね

23,06.02

23.06.02

23.06.02

23.06.16

23.07.08

23.07.13

23,08.12

23.12.05

23.12.09

金    額

1 2 0
∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
υ

∩
Ｕ

Ｏ
台 00

120,000

120,000

120,000

120,000

60,000

120,000

100,000
∩
υ

∩
υ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

Ｏ
ｂ

∩
Ｕ

∩
υ

つ
じ

∩
Ｕ

ｎ
ｕ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

Ｏ

く

∩
Ｕ

Ｏ
と

∩
Ｕ

∩
υ

∩
υ

∩
υ

Ｏ
と

∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

ｎ
ｕ

食
Ｕ

∩
Ｕ

ｎ
ｕ

ｎ
ｕ

∩
Ｕ

Ｏ
ね

ｎ
Ｕ

∩
υ

ｎ
Ｕ

∩
Ｕ

刀
牡

Ｏ
Ｏ

0

寄附者の氏名

(団体にあつては、その名称)

丸玉土木建築株式会社

坂本産業株式会社

爛 青木組

吉栄工業株式会社

光洋建設株式会社ノ

棚 五十畑組

(有)市 川工務店

舘野建設株式会社

藤井産業株式会社

爛 旭野組

lttl柳設備工業

li剰半田正電社

荒井電設株式会社

lttl浅香工務店

腑 前原土建

この頁の小計

その他の寄附

合   計

1

(注 2)

の 5 え る 1こ い 。

同一者から複数回寄附を受けた場合は、寄附をした者 (団体等)ごとに
「名寄せ」して年月日順に記載し、その者の最後に「計」を入れて下さい。

「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団体又は政治団体
の寄附者の区分ごとに、最後の頁に記載して下さい。

7

(注 3)



5 (そ の 7)

1.個人②法人。その他の団体 3.政治団体

備 考
職業 (団体にあつては、

代表者の氏名)

中 村   隆

中 村 和 男

中 村 和 男

小 林 克 男

矢 口 聖 義

山 形   栄

神 谷 成 美

中 山   渉

石 塚   晃

植 田 祥 洋

坂 野   弘

戸 祭 康 夫

高 松 寿太郎

水 澤 達 裕

寄附者の区分

住 所 (団体に合つては、主たる事務所の

所在地)

東京都台東区東上野3-35-9

東京都台東区東上野3-35-9

東京都台東区東上野3-35-9

真岡市荒町4-3と -4

芳賀郡茂木町小山39卜 2

芳賀郡茂木町増井92-1

鹿沼市府中町383

芳賀郡益子町大沢1,462

芳賀郡益子町益子81卜 2

芳賀郡茂木町茂木 153

真岡市寺内838

芳賀町東高橋4249

芳賀郡茂木町茂木 1,606

真岡市熊倉町3,917

(7)寄附の内訳

年月日

23.12.22

23.12.22

23.12.22

2 3. と2 26

23.12.26

23.12.26

23.12.26

23.12.27

23.12.27

23.12.27

23.12.29

23.12.29

23.12,30

23.1み 30

金    額

6 0 0
∩
Ｕ

∩
υ

∩
υ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
υ

∩
Ｕ

Ｒ
Ｕ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

食
Ｕ

∩
υ

∩
υ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
υ

Ｏ
Ｏ

8 0
∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

20,000

240,000

80,000

80,000

80,000
∩
Ｕ

∩
υ

∩
Ｕ

ｎ
ｕ

Ｏ
Ｏ

80,000
∩
Ｕ

ｎ
Ｕ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

Ｏ
Ｏ

8 0
∩
Ｕ

∩
υ

∩
υ

2,780,000

0

寄附者の氏名

(団体にあつては、その名称)

僻榊センターヒ
゛
レッシ

゛
コーホ

°
レーション

東京 ノース トクリニ ック

l有

~l東
京クレジット事務センター

剋真建設株式会社

爛矢口建設

lttl栄建設

神谷建設株式会社

中山建設株式会社

棚石塚土建

植田建設腑

爛丸二工務店

戸祭建設爛

(有)高松建設

m 水澤土建

この頁の小計

その他の寄附

合  計

注

注

１

２

同一者からの年間 5万円を超える寄附は個別に記載して下さい。

同一者から複数回寄附を受けた場合は、寄附をした者 (団体等)ご とに
「名寄せ」して年月日順に記載し、その者の最後に「計」を入れて下さい。

「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団体又は政治団体

の寄附者の区分ごとに、最後の頁に記載して下さい。
(注 3)

P



6 (そ の 7)

1.個人②法人・その他の団体 3.政治団体

備 考
職業 (団体にあつては、

代表者の氏名)

増 山 典 成

高 松 谷 一

菅 谷 恭 久

浜 野 悦 三

寄附者の区分

住 所 (団体に合つては、主たる事務所の

所在地 )

真岡市西郷2,235

芳賀郡益子町益子と,318

芳賀町西高橋3483-2

真岡市台町2,39卜 6

(7)寄附の内訳

年月日

23.12。 30

23。 12.30

23.12,30

23.12.30

金    額

∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
υ

Ｏ
と

20,000

8 0
∩
υ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

80,000

∩
Ｕ

∩
Ｕ

ｎ
Ｕ

０
０ 00

10,819,475

寄附者の氏名

(団体にあつては、その名称)

増山工業株式会社

高松工業株式会社

菅谷建設儡

浜野建設株式会社

この頁の小計

その他の寄附

合   計

1

(注 2)
の 5万円 て い 。

同一者から複数回寄附を受けた場合は、寄附をした者 (団体等)ご とに
「名寄せ」して年月日順に記載し、その者の最後に「計」を入れて下さい。

「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団体又は政治団体
の寄附者の区分ごとに、最後の頁に記載して下さい。

?

(注 3)



1 (そ の 7)

1.個人 2.法人。その他の団体 ③ 政 治 団体

備 考
職業(団体にあつては、

代表者の氏名)

三 柴 富 男

寄附者の区分

住 所 (団体に合つては、主たる事務所の

所在地)

宇都宮市大曽卜5-8

(7)寄附の内訳

年月日

23,07.30

金    額

∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

∩
Ｕ

Ｅ
Ｊ

50,000

0

50,000

寄附者の氏名

(団体にあっては、その名称)

フケタ政経文化会

この頁の小計

その他の寄附

合  計

(注 1)

(注 2)

(注 3)

同一者からの年間 5万円を超える寄附は個別に記載して下さい。

同一者から複数回寄附を受けた場合は、寄附をした者 (団体等)ご とに
「名寄せ」して年月日順に記載し、その者の最後に「計」を入れて下さい。

「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団体又は政治団体
の寄附者の区分ごとに、最後の頁に記載して下さい。

tD
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(その13)

3.支出項 目別金額の内訳

(1)支出の総括表

備 考

/

/ (350, 000)

金 額

20 461,978′

422,657/
3,839,473/

5,411,223ノ
∩
υ

９
０

質
υ

Ｏ
じ ／

９
じ

０
じ

120,920

0

719,442

179,340

540, 1 0 2

0

0

0

0

0
∩
Ｕ

拓
仕

Ｏ
Ｏ ／

∩
′
カ

♪
ｈ
υ

∩
く
υ

医
Ｊ

７
１

∩
υ

ｎ
ｕ

Ｏ

じ
ノ

∩
フ

＾
、
υ

ハ
Ｗ
Ｍ
ツ

ｎ
ム
ｗ
Ψ

項 目

1経
(1)人

常 経 費

費件

(跡 光 い 熱 水 費

(3)備  品 消 耗 品 費

狙)事 務 所 費

′」ヽ 計

2政
(1)組

治

織

活 動

動

費

費活

(動 選 挙 関 係 費

偲)

機 関 紙 誌 の 発 行
そ の 他 の 事 業 費

(ア 十イ十ウ十工)

ア  機 関 紙 誌 の 発 行 事 業 費

イ 宣 伝 事 業 費

ウ  政治資金パーティー開催事業費

工 そ の 他 の 事 業 費

狙)調 査 研 究 費

(5)寄  附 父 付 金

(6)そ の 他 の 経 費

′Jヽ 計

計
ハ
ロ

||



(その 14)

地 熟 水 費

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

小Ⅲh市壱尺泉垂 り2-23-25

小ぃh市駅来垂 り2-23-25

小ⅢL市駅燕垂り2-23-25

小占市駅来垂 り2-23-25

小Ⅲh市駅燕重り2-23-25

′
]ヽ .L市百尺泉垂 り2-23-25

小ⅢЬ市駅泉通 り2-23-25

小Ⅲh市駅泉垂 り2-23-25

小Ⅲh市ぢ尺泉通 り2-23-25

小}Ь 市巧尺泉重 り2-23-25

小}L市駅泉通 り2-23-25

小とЬ市駅来垂 り223-25

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

東京電力株式会社栃木誇史社

東京電力株式会社′防木諭丈社

東京電力株式会社栃木詢丈社

東京電力株式会社栃木諭丈社

東京電力株式会社栃木詢史社

東京電力株式会社栃木諭史社

永京電力株式会社′防木諭史社

東京電力株式会社′防木諭史社

泉京電力株式会社栃木諭史社

泉京電力株式会社′防木諭史社

泉京電力泳式会社栃木諭史社

東京電力株式会社栃木諭史社

(2)経常経費 (人件費を除く)の内訳

年 月 日

23,02.01

23.02.28

23.04.01

23.04.28

23,05.81

23.07.01

23.08,02

23 09.06

23.10.07

23.10。 27

23.12.01

23.12.26

金  額

27, 122

31,940

24;942

20,506

15,755

16,788

20,0109

20,349

19,957

18, 126

17,374

20,935

253,803

0

支 出 の 目 的

電気代(ツト,L事務所)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
ロ 計

(注 1)国 会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

(注 2)国 会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 3)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の頁に記載して下さい。

Iフ



(その 14)

た 熱 水 費

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

宇若卜宮市声祭1-11-18

宇考卜宮市声祭1-11-18

宇‐若卜宮市声祭1-11-18

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

東京電力株式会社宇考卜宮史社

東京電力株式会社宇都宮史社

東京電力株式会社宇都宮え社

(2)経 常経費 (人件費を除く)の内訳

年 月 日

23.02.07

23.03.07

23,04,07

金  額

12,566

11, 702

10,664

34,932

133,922

422,657´

支 出 の 目 的

電 粂 代(真園事務所)

〃

〃

こ の 頁 の 小 計

そ の 、他 の 支 出

ハ
口 計

(注 1)国 会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

(注 2)国 会議員関係政治団体にあっては 1万円超の支出、資金管理団体にあうては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括 して記載して下さい。

(注 3)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項 目別区分の項目ごとに、最後の更に記載して下さい。

i3
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(その 14)

借 品・消耗 品 費 (ガ ソリン代)

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

下野市基節寺3328

宇若卜宮市桜4-1-25

下野市楽師寺3328

宇都宮市桜4-1-25

下野市峯夕〒寺3328

宇若卜宮市桜4-1「25

小LL市考木町2-10-31

宇若卜宮市桜4-1-25

小出市考木町2-10-31

宇君卜宮市桜4-1-25

ⅢⅢl,市考木町2-10-31

宇考卜宮市桜41-25

小ⅢL市考木町2-10-31

宇若卜宮市桜4-1-25

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

ω広瀬

振込料=え秀ll銀行

い広瀬

振込料=えオ1銀行

m広瀬

振込朴=えオ1銀行

士河コマースい小 J■咎油所

振込料=え秀1銀行

士河コマースい′
1ヽ・h咎油所

振込料=えオll銀行

士河コマースい小ⅢЬ俗滑所

振込朴=えオ1銀行

士河コマースい′
]ヽ凸咎油所

振込料=えオ1銀行

(2)経 常経費 (人件費を除く)の 内訳

年 月 日

23.01.26

23.01.26

23.04.01

23.04,01

23.10.11

23 10.11

23,01.26

23 01.26

23.02. 28

23.02.28

23.04.01

23.04,01

23.04.28

23.04.28

金  額

1 1 713

105

10, 514

1 0 5

10,695

105

33,401

315

25,586

105

15, 939

105

17,289

105

1261082

0

支 出 の 目 的

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

△
口 計

(注 1)国 会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

(注 2)国 会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括 して記載して下さい。

(注 3)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の頁に記載して下さい。

t今



(その14)

備 品・消 耗 品 費 (ガ ソリン代)

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

`]ヽ
』→市考木町2-10-31

宇若卜官市桜4-1-25

小Ⅲh市考木町2-10-31

宇着卜宮市桜4-1-25

小ⅢЬ市考木口J2-10-31

宇若卜宮市桜4-1-25

小ユ→市考木町2-10-31

宇若卜宮市桜4-1-25

小d■市考木町2-10-31

宇若卜宮市桜4-1-25

小占市考木町2-10-31

宇若卜宮市桜4-1-25

小占市考木町2-10-31

宇若卜宮市桜4-1-25

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

士汀コマースい小出俗油所

振基料=えオll銀行

士河コマースい小』4熔

'む

所

振込料=え秀1銀行

士汀コマースい小Ⅲh俗滑所

振込料=えオ1銀行

士河コマース④小Ⅲh俗油所

振込料=えオ1銀行

士河コマースい小J〕咎油所

振込料=え秀1銀行

士河コマース④小d■俗油所

振込料=えオll銀行

士河コマースω小ιh俗油所

振基料=えオH銀行

(2)経常経費 (人件費を除く)の 内訳

年 月 日

23,05,31

23 05.31

23,08.01

23.08,01

23,08. 31

23.08.31

2 3. 10。 11

23.10。 11

2 3. 1 0。 2 7

2 3. 1 0. 2 7

23.12.01

23 12.01

23.12.26

23.12.26

金  額

20,811

105

28,746

105

21,719

105

19, 381

105

33,236

315

31, 202

315

24,016

105

180, 266

0

支 出 の 目 的

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  込  料

こ の 買 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
口 計

(注 1)国 会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人作費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

(注 2)国 会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 3)「その他の支出」と「合計」の禰は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の買に記載して下さい。

iダ
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(その14)

備 品・消 耗 品 費 (ガ ソリン代)

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

下若卜行憲卜を生町本九2-15-54

宇若卜宮市桜4-1-25

下若卜賀郡士生町木え2-15-54

宇都宮市桜4-1-25

下若卜賃君卜と生町本九2-1554

宇若卜す市桜4-1-25

下若卜賀「君卜を生町木九2-15-54

宇若卜宮市桜4-1-25

下若卜賀ぞ卜を生町本メし歩 15-54

宇都宮市桜4-1-25

下若卜狩憲卜■生町本え2-15-54

宇若卜す市番2-1-18

下着卜賀君卜を生町本え2-15-54

宇若卜宮市桜4-125

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

(有l袴木油店

振込料=たオll銀行

④袴木油店

振込料=えオⅢ銀行

(有l橋本油店

振込料=えオll銀行

(有l袴木油店

振基料=えオ1銀行

(有l格木油店

振込料=えオ1銀行

(有l格木
'b店

振込料=栃木銀行

(有)袴本油店

振込料=えオ1銀行

(2)経常経費 (人件費を除く)の内訳

年 月 日

23.02.01

23.02.01

23.02.28

23,02.28

23,04,01

23.04.01

23,04.28

23.04.28

23.05.31

23.05。 31

23.06.30

23.06.30

23.08.02

23 08.02

金  額

112,278

525

123, 13 2

525

134,862

525

176,921

525

189,026

525

88, 515

315

107, 901

525

986, 100

0

支 出 の 目 的

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

才斤
^ 

基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
口 計

(注 1)国会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。
(注 2)国 会議員関係政治団体にあっては 1万円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 3)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項自ごとに、最後の頁に記載して下さい。
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(その14)

備 品・消 耗 品 費 (ガ ソリン代 )

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

下若卜賀郡と生町木え2-15-54

宇着卜宮市桜4-1-25

下都賀郡士生町本え2-15-54

宇若卜宮市桜41-25

下都行を卜と生町木え2-15-54

宇若卜宮市桜4-1-25

下若卜賀琴4■町本え215-54

宇若卜官市桜4-lT25

下若卜賀君卜を生町本九2-15-54

宇を卜宮市桜4-1-25

小Ⅲh市 大字然形1181

夫戎県水声市誇町2-5-5

小Ⅲh市大字鉢形118-1

災城県水声市諭町2-5-5

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

(有l橋本油店

振込料=えオ1銀行

l有)袴木
'む

店

振杢料=えオll銀行

l有)橋本油店

振杢料=えオ1銀行

(有l橋本油店

振基料=え秀1銀行

(有l格木油店

振基料=えオ1銀行

(有落 谷商事

振基料=常陽銀行

(有泌 谷商事

振込朴=常陽銀行

(2)経常経費 (人件費を除く)の 内訳

年 月 日

2 3. 09.06

23.09.06

23.10.11

23.10.11

23. 10.27

2 3, 10.27

23。 12.01

23.12.01

23.12,26

23.12.26

23.01.31

23.01.31

23,02.28

23.02.28

金  額

129,201

525

163, 641

525

132,542

525

150,427

525

126,398

525

14,713

105

10,234

105

729,991

0

支 出 の 目 的

ガ ソ , ン 代

振  込  料

ガ ソ リ ン 代

振  込  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
口 計

(注 1)国 会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

(注 2)国 会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 3)「その他の支出」と「合計」の禰は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の頁に記載して下さい。

1▼     ―
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(そ の14)

備 島・消 井色品 費 (ガ ソリン代)

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

下都賀君卜と生町ヤ共町6-42

宇若卜宮市桜4-lT25

下都賃君卜と生町ヤ共町6-42

宇都宮市桜4-1-25

下考卜賀郡■生町ヤ共町6-42

宇若卜宮市接4-1-25

下都賀郡士生町ヤ共町6-42

宇都宮市桜4-1-25

下若卜賀1憲卜と生町十共町6-42

宇;哲卜宮市桜4-1-25

下老卜符憲卜と生町ヤ共町6-42

宇若卜宮市桜4-1-25

下若卜賀君卜■生町ヤ共町6-42

宇若卜宮市桜4-1-25

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

(なlオ白屋油店

振杢料=えお1銀行

l有)オ白屋油店

振基料=足オ1銀行

(有)オ白屋油店

振企料=えオ1銀行

(有)柏屋
'と

店

振基朴=え刹銀行

(有lオ白屋油店

振基朴=え赤1銀行

l有)オ白屋滑店

振杢料=えオ1銀行

④オ白屋 ,む店

捩基料=え赤1銀行

(2)経 常経費 (人件費を除く)の内訳

年 月 日

23 01.26

23 01.26

23.02.28

23,02.28

23.04.01

23,04.01

23.04.28

23,04.28

23,05. 31

23.05.31

23.06.30

23.06.30

23.08,02

23.08,02

金  額

22,878

105

29,760

105

17 590

105

30,.430

315

20,615

105

29, 900

105

39,404

315

91,7321

0

支 出 の 目 的

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

こ の 買 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
口 計

(注 1)国 会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

(注 2)国 会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」とこ一括して記載して下さい。

(注 3)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の買に記載して下さい。
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(その 14)

備 昂 。消 耗 品 費 (ガ ソリン代)

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

下若卜賀郡■生町ヤ共町6-42

宇若卜宮市桜41-25

下若卜賀君卜■生町ヤ共町6-42

宇若卜宮市桜4-1-25

下若卜賀郡を生町ヤ共町6-42

宇若卜宮市桜4-1-25

下,哲「再賀君卜を生町ヤ共町6-42

宇都宮市桜4-1-25

下着卜賃:君卜■生町ヤ共町6-42

宇若い宮市桜4-1-25

真田市北町3-1-18

真同市北町3-1-18

真園市北町3-1-18

真国市北町3-1-18

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

①オ白屋油店

振込料=えオ1銀行

(有)オ白ゑ油店

振込朴=えオⅢ銀行

④オ白屋,む店

振込料=え秀1銀行

lttlオ台屋油店

振基科=え琴1銀行

(布lオ白屋
'む

店

振込料=尺iオ1銀行

(有l同 部首店

(有)園部商店

(有l田 部商店

(布)日部商店

(2)経 常経費 (人件費を除く)の内訳

年 月 日

2 3, 09.06

23.09.06

2 3, 10。 11

2 3 10.11

23.10.27

23。 10 27

23.12.01

23.12.01

23. 12.27

23.12.27

23,02.07

23 03.07

23.04.07

23,05.26

金  額

30,168

315

22, 571

105

12,.157

105

10,983

105

871835

315

14,800

29, 780

34, 125

28,200

221,564

0

支 出 の 目 的

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ 1, ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

振  基  料

ガ ソ リ ン 代

ガ ソ リ ン 代

ガ ソ リ ン 代

ガ ソ i

, ン 代

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
回 計

(注 1)国会議員関係政治団イ本及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。
(注 2)国 会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出Jに 一括して記載して下さい。

(注 3)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の買に記載して下さい。
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(その14)

備 品・消 耗 品 費 (ガ ソリン代)

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

真国市北町3-卜18

真園市北町3-1-18

真国市北町3-1-18

真国市北町214-28

真岡市北町2-14-28

真国市北町2-14-28

真国市北町2-14-28

真国市北町2-14-28

真国市荒町2-14-28

宇都宮市凸2-1-18

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

(有l同 郵商店

④田部商店

(有l園 部商店

い日乃去屋エナデー

い 日乃去屋エナデー

い 口汚去屋エナデー

い日乃山屋エナデー

い日乃去屋エナデー

い日乃出屋エナデー

振基料=′防木銀行

(2)経常経費 (人件費を除く)の内訳

年 月 日

23.06.10

23.07。 13

23.09.30

23,02.07

23.03.07

23.04.07

23.05.20

23,06.07

23.08,25

23.08.25

金  額

17,360

24,340

13,240

22,1919

28, 181

28, 858

14,288

24,605

45,863

315

219デ 969

276,466

2,882,1170

支 出 の 目 的

ガ ソ リ ン 代

ガ ソ リ ン 代

ガ ソ リ ン 代

ガ ソ リ ン 代

ガ ソ リ ン 代

ガ ソ リ ン 代

ガ ソ リ ン 代

ガ ソ リ ン 代

ガ ソ 1ジ ン 代

振  込  料

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
口 計

(注 1)国 会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

(注 2)国 会議員関係政治団体にあっては 1万円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括 して記載して下さい。

(注 3)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の頁に記載して下さい。
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(そ の14)

備 品 。消 れ 島 女 (新 聞 ・マット代 )

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

(2)経 常経費 (人件費を除く)の内訳

年 月 日金   額

0

200,926

200,926

支 出 の 目 的

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
口 計

(注 1)国会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。
    の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の(注 2)国 会議員関係政治団体にあっては 1万円超

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 3)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の買に記載して下さい。
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(その 14)

結 島・消耗 品 費 (事務オ関係用品)

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

宇若卜宮市燕宿郷6-1-7

宇都宮市桜41-25

宇若卜宮市江▼島本町3-28

宇若卜宮市番2-1-18

宇若卜宮市江甘島木町 3-28

宇若卜宮市凸2-1-18

宇都宮市江曽島本町3-28

宇若卜宮市桜4-1-25

宇若卜す市江輩島本町3-28

宇若卜宮市桜4-1-25

宇若卜宮市江章島木町 3-28

宇若卜宮市桜4-1-25

宇若卜官市江▼島木町 3-28

宇若卜宮市桜41-25

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

富士ゼロックス栃木株式会社

振込料=えオll銀行

④コヤマ事務機商会

振込料 =′防木銀4子

0コ ヤマ事務機商会

捩込朴=栃木銀行

④コヤマ事務機商会

振込料=えオ1銀行

(有lコ ヤマ事務機商会

振込料=足秀ll銀行

lttlコ ヤマ事務機商会

振込朴=えオll銀行

④コヤマ事務ッ践商会

‡晨基料=尺iオ1銀行

(2)経 常経費 (人件費を除く)の内訳

年 月 日

23.06.~30

23,06,30

23 01.31

23,01.31

23.02.28

23.02.28

23.04.28

23.04.28

23,05。 31

23.05,31

23.08,01

23.08,01

23.10,31

23。 10.31

金   額

10,460

1 0 5

20,226

105

10 l13

105

20,329

105

10, 113

105

20,226

105

30, 339

315

751122,

支 出 の 目 的

複 写 機 代

振 基 料

複 写 機 代

振 基 料

複 写 機 代

振 基 料

複 写 機 代

振 基 料

複 写 機 代

振 込 料

演 写 機 代

振 基 料

複 写 機 代

振 基 料

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

△
口 計

(注 1)国 会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

(注 2)国 会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 3)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の更に記載して下さい。
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(その 14)

備 品・消耗 品 費 (事務所関係用品)

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

宇若卜宮市江章島本町3-28

宇若卜す市桜4-1-25

埼工呆北務飾君卜杉声町杉声2-3-6

埼二県北葛飾邦杉声口丁杉声2-3-6

宇若卜宮市泉宿郷4-3-27

宇都宮市溶が眸1-卜 16

宇若卜宮市桜4-1-25

宇若卜宮市なが眸1-1-16

宇考卜宮市凸2-1-18

大阪府大阪市F可格野医手、た町22-22

宇考卜宮市桜4-1-25

泉点若卜迭区空浦Ⅲ2-1

宇若卜宮市桜4-1-25

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

(布lコ ヤマ事み機商会

振込料=足オⅢ銀行

NTTサ プライセ ンター

NTTサ プライセ ンター

燕E⌒電信電お透1末式会ィ
=栃

木丈店

マツイ事務機株式会社

振込料=え琴ll銀行

マツイ事務機株式会社

振込朴 =フ防木銀行

シャープフ ァイナ ンス

振込料=え秀ll銀行

NTTフ ァイナンス株式会社

振基料=えオll銀行

(2)経常経費 (人件費を除く)の内訳

年 月 日

23.11 30

23.11.30

23.02.15

23.03. 17

23,02.28

23.04.2 8

23,04.28

23 06.30

23,06 30

23.05.31

23,05,31

23.08,02

23.08.02

金   額

10, 113

105

37,800

44, 100

29, 925

20, 160

1 0 5

23,730

105

78,876

840

10,848

420

257, 127

0

支 出 の 目 的

複 写 機 代

振 基 料

複写ノ‐l幾 インク代

複写機 インク代

複写機惨チヱ代

レP斥可機 イ ンクイ式

振 基 料

彦口斥可機 インクイ式

振 基 料

給転機購入代

振 基 癬

電努機 リース代

振 込 料

の 頁 の 小 計⊆

そ の 他 の 支 出

ハ
ロ 計

(注 1)国 会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

(注 2)国 会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 3)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の頁に記載して下さい。

Pう



お一‐十１一与

(その14)

|′

~

借 品・消耗 品 費 (事務所関係用品)

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

審島県島吟市*口丁1-l

琴馬系喬埼市*町 1-1

宇都宮市旭2-8-16

神本
'11県

横浜市係ユヶ谷区上考口町394-14

神奈川県横浜市係ユヶ谷区上才ロロ丁394-14

′
]ヽ 山市考木町 1-3-20

を
]ヽ 出市考木町1-3-20
小}h市券木町 1-3-20

項 目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

いヤマグ電機

mヤマグ電機

シモジマ 宇若卜宮店

いモンズ

い モ ンズ

夫星テF痛1株式会社

大ユレロ汗1オ朱式会社

大星テF痛1株式会社

(2)経常経費 (人件費を除く)の内訳

年 月 日

23.05,19

23。 12.06

23.09,09

23.05。  16

23,03。 15

23.02.02

23 02. 18

23. 12.01

金   額

10,4.40

12,870

12,338

15, 378

16,295

26,460

13,860

21,420

129,061

247,438

756,377

支 出 の 目 的

プ リンタインク代

プ リンタインク代

封 筒 代

丈兵代

太兵代

名声1'P邪1☆

を束1レロ万11費

名オ1彦P輝1費

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
口 計

(注 1)国 会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

(注 2)国 会議員関係政治団体にあっては 1万円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 3)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の頁に記載して下さい。
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(その14)

事 務 ′
~片

養 (賃 料 )

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

小}h市与沢86

宇若卜宮市桜4-1-25

小とh市与沢 86

宇考卜宮市桜4-1-25

小占市与沢86

宇着卜宮市桜4-1-25

小 LЬ 市与沢 86

宇若卜宮市桜4-1-25

小ⅢЬ市与沢 86

宇若卜宮市桜4-1-25

小』■市与沢86

宇若卜宮市桜4-1-25

サ
]ヽ・h市与沢86

宇若卜才市桜4-1-25

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

去 井 邦 夫

振基料=え秀1銀行

去  井  邦  夫

振込料=え琴ll銀行

山 井 邦 夫

振込料=えオ1銀行

出 井 邦 夫

振基科=えオ1銀行

去  井  邦  夫

振込料=えオⅢ銀行

虫  升  邦  夫

振込料=えオ1銀行

山 井 邦 夫

振込料=えオ1銀行

(2)経常経費 (人件費を除く)の 内訳

年 月 日

23,01. 26

23.01.26

23,02,28

23.02.28

23,03.31

23,03。 31

23.04.28

23,04.28

23 05.31

23,05。 31

23.06 30

23,06.30

23.08.01

23.08.01

金   額

100,000

315

100,000

315

100,000

315

100,000

315

100,000

315

100,000

315

100,000

315

702, 205/

0

支 出 の 目 的

事務 所 賃 料

事務所賃料 振4料

事 務 所 賃 料

事み所資料 振込料

事 務 所 賃 料

事務所賃料 振込料

事 務 所 賃 料

事務所賃料 振基料

事 務 所 賃 料

事務所賃料 振込料

事 務 ′
~片

賃 料

事務所賃料 振基料

事 務 所 賃 料

事務所賃料 振基料

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
口 計

(注 1)国 会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

(注 2)国 会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 3)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の買に記載して下さい。
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(その14)

事 務 所 ☆ (賃 料 )

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

小ⅢL市与沢 86

宇老卜宮市桜4-1-25

JIゝとL市与沢 86

宇
―若卜宮市桜4-1-25

小占市与沢 86

宇若卜宮市桜4-1-25

小占市与沢 86

宇君卜宮市桜4-1-25

小占市与沢 86

宇;者卜宮市桜4-1-25

下都賀郡を生町本九2-15-20

下若卜賀郡■生町本え2-15-20

下若卜行憲卜と生町木九2-15-20

下若卜賀郡■生町木え2-15-20

下若卜狩憲卜を生町木九2-15-20

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

去 井 サト 夫

振込料=え秀ll銀行

山  井  チト  夫

振込料=え秀H銀行

ユi井 邦 夫

振込料=えオ1銀行

虫  井  ケト  夫

振込料=えオH銀行

山 井 邦 夫

捩込料=えオll銀行

イナェ藤木材株式会社/

佐藤木材株式会社 /

佐藤木材株式会社 /

佐藤木材株式会社 /

佐藤木材株式会社

(2)経常経費 (人件費を除く)の 内訳

年 月 日

23.08.30
/

23.08,30

23,10.03/

23.10.03/

23.10.2多

23.10,27/

23,11.30′

23. 11 30 /

23 12.26/

23.12.26/

23.02 0 3
/

23.03.07/

23.04.0移

23.05 09 ノ/

23,06.01

金   額

100,000ヶ

315

100, 000/

315ノ

100,000/

315、ノ

100,000レ

315

100,000

315

30,000/

30,000

30,000/

30,000/

3 0 000

651, 575//

0

支 出 の 目 的

事 務 所 賃 料

〃

事 務 所 貧 料

事務所賃料 振基料

事 み 所 賃 料

事務所賃料 振込料

事 務 所 賃 料

事務所賃料 振込料

事 務 所 賃 料

事務所賃料 ‡斤卜込料

事 務 所 賃 料

事 務 所 賃 料

事 務 所 賃 料

事 務 所 賃 料

事 務 所 賃 料

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
口 計

(注 1)国 会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

(注 2)国 会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万 1q以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括 して記載して下さい。

(注 3)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の更に記載して下さい。
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(その14)

事 務 所 費(賃 料 )

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあってはギ主たる事 I夕J:所 の所在地)

下都賀郡■生町本九2-15‐20

下都賀郡と生町本九2-15-20

下都賀郡を生町本九2-15-20

下都賀郡を生町本九2-15-20

下若卜賀君卜を生町本九2-15-20

下落卜賀君卜を生町本え2-15-20

下若卜算憲卜と生町本え2-15-2(/

舞口市燕分町913

真園市焦分町913

真園市熊分町913

真園市熊分町913

真国市熊分町913

真国市熊分口丁913

真口市熊分町913

真国市熊分町913

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

佐藤木材株式会社

佐藤木材,本式会社

佐藤木材オ水式会社

佐藤木材株式会社

佐藤木材株式会社

佐藤木材株式会社 /

佐藤木材株式会社 /

小 考  茂

小 七  茂

小 才  茂

小 サ  茂

小 サ  茂

小 サ  茂

′
]ヽ 才  茂

小 哲  茂

(2)経 常経費 (人件費を除く)の内訳

年 月 日

23.07.04
/

23,08.03/

23.09,06/

23.10.13/

23.10.28

23.12.16′

23,12.28/

23 02.07

23.02.07

23.03 07

23.04.07

23.04.07

23.05.26

23 07.07

23.07.07

金   額

30,000

30,000

30,000

30,000

301000

30,000

30,000

100, 000

10, 000

100,000

100,000

10,000

100,000

100,000

10,000

740,000

0

支 出 の 目 的

事 務 所 賃 料

事 務 所 賃 料

事 み 所 賃 料

事 務 所 賃 料

事 務 所 賃 料

事 務 所 笛 料

事 み 所 賃 料

事 務 所 賃 料

事 務 所 賃 料

事 務 所 賃 料

事 務 所 賃 料

事 務 所 賃 料

事 務 所 貧 料

事 務 所 賃 料

事 務 所 賃 料

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
口 計

(注 1)

(注 2)

(注 3)

国会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

国会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括 して記載して下さい。
「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の買に記載して下さい。
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(その14)

事 務 所 費 (賃 料 )

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

真国市焦分町913

真口市熊分町913

真田市熊分町 913

真国市熊分町913

真口市焦分町913

真国市燕分町913

真口市熊分町 913

真岡市熊分町913

真国市燕メ尼`町 913

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

小 サ  茂

小 サ  茂

小 才  汽

小 士  茂

小 才  茂

小 才  茂

小 士  汽

小 哲  汽

小 サ  茂

(2)経常経費 (人件費を除く)の内訳

年 月 日

23.08.29
/

23.08.29ィ

23 08.29/

23.09 05/

23.09.05/

23.10.05

23.11.05

23. 12.05

23.12.05/

金   額

100,000/

100;0畦

10,000/

100,000

10,000/

100,000/

10鶴 00し

100,000/

10 000

630, 000/

l.200

2,724,980″

支 出 の 目 的

事務 所 賃 料

事 務 所 賃 料

事 務 所 賃 料

事 務 所 箕 料

事 務 所 賃 料

事務 所 貨料

事 務 所 貧 朴

事 務 所 賃 料

事 務 所 賃 料

と の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
口 計

(注 1)

(注 2)

(注 3)

国会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、ヽ人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

国会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」|こ 一括して記載して下さい。
「その他の支出」と「合計」の〒市弓は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の更に記載して下さい。
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(その 14)

事務 所 女 (警備。管テヱ費)

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地 )

芳帝【郡市只町上オR670-1

下若卜賀:憲卜■生町毒尺泉町10-20

宇都宮市桜41-25

小出市 P口弓々 口1339

宇若卜宮市桜4-1-25

小とh市柔宮1846

宇都宮市示壼ノザ前 1-3-14

宇都宮市桜4-1-25

宇若卜宮市示勃前 1〒 3-14

宇落卜宮市不勃前 1-3-14

宇を卜宮市不、動南 1-3-14

宇若卜宮市桜4-1-25

宇若卜宮市不勢前 1-3-14

宇都宮市不動市 1-3-14

項 目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

′
]ヽ松会針事務所

0格本モータース商会

振込料=えオ1銀行

い トチナ ン

振基料=えオ1銀行

協オロ興業オネ式会社

引と関泉綜谷警備保障オ朱式会社

捩4料=えオ1欽府

北関真鯨谷警結低F幸 ′ふ式会社

北関東綜谷警備係降オ朱式会社

ヨと園来鯨谷挙備保障株式会社

振基料=えオ1銀行

引と関東焦谷警備保障′誅式会千ユ

Jと 関東鯨谷警結保障株式会注

(2)経常経費 (人件費を除く)の 内訳

年 月 日

23.06.08

23.06。 30

23,06.30

23。 12.01

23.12.01

23.08,05

23,01.26

23 01.26

23.02.17

23.03.30

23,04.01

23,04.01

23.05。 11

23.06.14

金   額

95,000

55,472

315

87,500

315

24,300

90,000

315

15,750

15,750

90, 000

315

15,75 0

15, 750

532506,

0

支 出 の 目 的

会針監査費用

卑検代

卑検代振基料

事務所惨毎費

振基料

浄化構代

警備費

警備養振基料

警佑費

警備費

警備費

警備費振基料

塾

警備費

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
口 計

(注 1)

(注 2)

(注 3)

国会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

国会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」とこ一括して記載して下さい。
「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の買に記載して下さい。
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(その14)

事 務 所 費 (警備・警テ里費)

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

宇若卜宮市不勃市 1-3-14

宇若卜宮市不動前 1-3-14

宇都宮市桜4-1-25

宇若卜宮市不勃茄 1-3-14

宇考卜宮市不動前 1-3-14

宇都宮市示動前 1-3-14

宇若卜宮市不動市 1-3-14

宇若卜宮市不勃斎 li3-14

宇オト宮市桜4-1-25

宇若卜宮市不動前 1-3-14

宇若卜宮市不笏市 1-3-14

宇都宮市桜4-1-25

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあつては、その名称)

ヨヒ関永綜谷警備係F幸株式会社

北関泉綜谷警備保障株式会社

振込料=えオl銀行

北関永鯨谷警備保障株式会社

北関燕綜谷警佑保 F幸株式会社

引ヒ関泉綜谷警備係F幸株式会社

北関永綜谷警備保障株式会社

北関泉鯨谷警備保障株式会社

振基料=えオ1銀行

北関泉綜谷警備保障株式会社

ヨヒ関永綜谷警備係 F幸株式会社

振基料=えオ1銀行

(2)経常経費 (人件費を除く)の 内訳

年 月 日

23 07.13

23 07.01

23 07.01

23,07.lζ

23.09. 13

23。 10,19

23.11 08

2 3. 10.11

2 3. 10.11

23 12.05

23.12.26

23 12. 26

金   額

15,750

90,000

315

15, 750

15i750

15,750

15,750

90,000

315

15,750

90,000

315

365,445

0

支 出 の 目 的

警 結 費

警 備 費

警備費振込料

警 備 費

警 備 費

警 備 費

警 備 費

警 備 費

警備費振基料

警 備 養

警 備 費

警備費振基料

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
口 計

(注 1)

(注 2)

(注 3)

国会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

国会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括 して記載 して下さい。
「その他の支出」と「合計」の粁車弓は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の買に記載して下さい。
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(その14)

事務 所 費 (警結・管テ里費)

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

小ⅢЬ市人塚2-21-8

宇着卜g市桜4-1-25

小ⅢЬ市太琢2-21-8

宇,哲卜宮市桜4-1-25

ⅢⅢЬ市飛塚2-21-8

宇若卜宮市桜4‐1-25

小Ⅲ11市 夫琢2-218

宇老卜宮市桜4-1-25

小J〕 市夫塚2-21-8

宇都宮市桜4-1-25

小Ⅲh市大琢2-218

宇若卜宮市桜4-1-25

小Ⅲh市夫ル ー21-8

宇都宮市桜4-1-25

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

対上労務管理事務所

振杢料=えオ1銀行

対上労務管理事務所

振込料=えオil銀行

村上労務管テ里字み所

振込癬=えオ1銀行

村上労務警理事務所

振込料=え琴ll銀行

村上労務警チユ事務所

振込朴=えオ1銀行

村上労務修理事務所

振込朴=え琴ll銀行

村上労みサチ里事務所

振込料=え希1銀行

(2)経 常経費 (人件費を除く)の内訳

年 月 日

2 3. 0 6. 3 0

23.06.30

23,08.01

23.08,01

23.08.31

23.08.31

23.10,03

23.10.03

23 10. 27

23.10。 27

23.10,27

23.10.27

23.11.30

2 3. 1 1 3 0

金   額

26! 125

105

26, 125

105

26, 125

105

261 125

1 0 5

28:500

105

26; 125

105

261600

105

186,460

0

支 出 の 目 的

労務管テ里費

労務管チ里費振基料

芳務管テ里斉

芳務警チヱ費振基料

労務管チ里費

芳務管チユ費振基料

労務管理費

労務管チ里費振基料

労務管理費

労務管テ里費振基料

労務管チ里費

労務管チ里費振基朴

労務管テ里女

労務管チ里費振基料

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
回 計

(注 1)

(注 2)

(注 3)

国会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

国会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括 して記載して下さい。
「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の更に記載して下さい。

う 1



(その14)

事務 所 費 (警備・警テ里費)

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

小』■市人琢2-21-8

宇考卜宮市桜4-125

小ⅢL市人塚2-21-8

宇若卜宮市桜4-1-25

小ⅢЬ市太塚2-21-8

宇若卜宮市桜4-1-25

項 目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

村上労務管チ里事務所

振基料=えオll銀行

ヤ小企業労務,史掌指導協会

振込料=えオll銀行

ヤ小企業労務,史与指等協会

振込料=えオll銀行

(2)経常経費 (人件費を除く)の内訳

年 月 日

23 12 26

23。 12 26

23,07,01

23. 07.01

23.10.20

23.10。 20

金   額

26,600

105

165,270

525

108,780

525

301, 805

0

1, 360,242

支 出 の 目 的

労務管理費

労務管チ里費振基料

労務管チ里費

芳務管理費振基料

労み管チ里費

労務管チヱ費振基料

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

△
口 計

(注 1)

(注 2)

(注 3)

国会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

国会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括 して記載して下さい。
「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の頁に記載 して下さい。
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事務所☆(電話代 )

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

宇:を卜す市来宿郷4-3-27

宇都宮市永宿郷4二 3-27

宇考卜宮市来宿クト4-3-27

宇考卜宮市来宿郷4-3-27

宇若卜宮市東宿郷4-3-27

宇考卜宮市泉宿歩7卜 4-3-27

宇考卜宮市永宿郷4-3-27

宇考卜宮市永宿郷4-3-27

宇,者卜宮市来宿クト4-3-27

宇iを卜宮市永宿葬卜4-3-27

宇老卜宮市来宿郷4-3-27

宇都宮市永宿郷4-3-27

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

泉日本電信電考株式会社栃木丈店

永日本電信電考株式会社栃木丈店

燕日本電信電努株式会社栃木丈店

泉日本電信電努株式会社栃木丈店

来司本電竹電考ノ1水式会社栃木史店

泉目本電竹電努株式会社栃木史店

泉日本電信電話株式会社栃木丈店

永日本電信電努株式会社栃木史店

来日本電信電努′i朱式会社栃木丈店

泉日本電信電話株式会社栃木史店

泉日本電信電話株式会社栃木丈店

燕日本電信電話株式会社栃木丈店

(2)経常経費 (人件費を除く)の内訳

年 月 日

23.02.01

23,02 26

23.04,01

23,04.28

23.05,31

23.07.01

23,08.02

23,09:06

23.10.07

23. 10.27

23.12.01

2 3. 1 2. 2 6

金   額

13, 702

14, 110

12;047

12, 026

12, 037

11, 789

ll,973

11, 749

12.684

11,911

12: 109

121 991

149 128

0

支 出 の 目 的

霊努代(V卜 とh事務所)

電話代(V卜とh事務所)

電話代(V卜 とЬ事務所)

電話代(′卜占事務所)

電話代(V卜 とh事務′
~片

)

電話代(′卜■事務所)

電話代(V卜とЬ事務所)

電話代(′卜とЬ事務所)

電話代(J卜とЬ事務所)

電話代(′ 1ヽ とh事務所)

電話代(J卜 とh事務所)

電話代(′卜とЬ事務所)

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
ロ 計

(注 1)

(注 2)

(注 3)

国会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に
ついて記載する必要があります。

国会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」とこ一括 して記載して下さい。
「その他の支出」と「合計」の補は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の買に記載して下さい。
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事務所養(電話代 ■生事務所)

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

宇ラ哲卜宮市東宿郷4-3-27

宇考卜宮市永宿郷4-3-27

宇,者卜宮市東宿葬卜4-3-27

宇考卜宮市来宿郷4-3-27

宇邦宮市永宿クト4-3-27

宇都宮市東宿郷4-3-27

宇考卜宮市来宿葬卜4-3-27

宇考卜宮市東宿郷4-3-27

宇‐若卜宮市永宿葬卜4-3-27

宇都宮市来宿郷 4-3-27

宇考卜宮市泉宿葬卜4-3-27

宇考卜宮市来宿郷 4-3-27

項 目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

来日本電信電器株式会社栃木丈店

永目本電信電話株式会社栃木史店

燕日本電信電話株式会社栃木史店

東日本電信電考株式会社栃木丈店

来日本電信電考株式会社栃木史店

泉口本電信電考株式会社栃木史店

永日本電信電話株式会社栃木史店

泉目本電信電努ノ昧式会社栃木史店

来日本電信電警株式会社栃木史店

来日本電信電努株式会社栃木史店

燕日本電信電努株式会社栃木史店

泉日本電信電努′昧式会社栃木史店

(2)経常経費 (人件費を除く)の内訳

年 月 日

23.02,01

23.02.26

23.04.01

23.04.28

23.05。 31

23 07.01

23,08,02

23.09 0 6

23. 10。 07

23. 10.27

23.12.01

2 3. 1 2. 2 6

金   額

12 051

12,009

12, 637

11,819

11, 827

11, 850

11,894

11, 924

11, 819

11, 943

11,996

12,083

143,852

0

支 出 の 目 的

電努代(を生事務所)

電話代(4生事務所)

電話代(を生事務所)

電話代(を生事み所)

電話代(■生事務所)

電話代(を生事務所)

電話代(■生事務所)

電話代(4生事務所)

電話代(■生事み所)

電話代(4生事務所)

電努代(士生事務所)

電話代(4生事務所)

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
口 計

(注 1)

(注 2)

(注 3)

国会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。
国会議員関係政治団体にあっては 1万円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」とこ一括して記載して下さい。
「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の頁に記載して下さい。
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事務所費(電話代 )

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

宇堵卜宮市泉宿郷4-3-27

宇若卜宮市来宿郷4-3-27

宇;を卜宮市永宿郷4-3-27

宇考卜宮市永宿クト4-3-27

東京若卜溶医泉新務1-9-1

東京若卜港区永新袴1-9-1

東京若卜迭医来新格1-9-1

東京若卜迭医泉新格1-9-1

東京都迭区来新格1-9-1

東京i者卜溶区来新袴1-9-1

東京考卜迭区来新袴卜9-1

東京考卜迭区泉新袴1-9-1

東京考卜溶区泉新袴1-9-1

東京i若卜迭区泉新袴1-9-1

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

泉日本電信電器株式会社栃木丈店

東日本電信電考株式会社栃木え店

泉口本電信電努′I朱式会社栃木丈店

泉日本電信電話オふ,式会社栃木え店

④ ウ ィルコム

い ウィルコム

い ウ ィルコム

⑪ ウ ィルコム

④ ウ ィル コム

い ウィルコム

⑪ ウ ィル コム

④ ウィルコム

い ウ ィル コム

④ ウィルコム

(2)経 常経費 (人件費を除く)の 内訳

年 月 日

23.04,07

23.07.27

23.08.25

23. 12.05

23,03.31´

23.04.28

23 05。 31

23.06.30

23.08,02

23.08.31

23. 10,07

23.10,27

23.12.01

23. 12.26

金   額

1 1 227

11, 189

10,767

14,489

38, 885

46,002

46,994

47,283

45,547

45,267

43,964

44,035

44,887

45,526

496,012

119,909

908,901

支 出 の 目 的

電話代(真 園事み所)

電話代(真園事務所)

電話代(真 園事務所)

電話代(真園事務所)

ウィルコム携帯代

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

〈
口 計

(注 1)

(注 2)

(注 3)

国会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に
ついて記載する必要があります。

国会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」|こ 一括して記載して下さい。
「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の買に記載 して下さい。

多ゲ



(その 14)

事務所費 (逃料 。レタックス代)

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

東京若Fヤ共医鉱座2-16

東京を卜千代口医罠が関1-3-2

東京若F十代口医寅が関1-3-2

東京差卜十代口医褒が関1-3-2

東京若卜十代口区寅が関1-3-2

永京若卜十代口区寅が関1-3-2

東京都千代口区罠が関1-3-2

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

ヤマ ト垂輸株式会社

季卜使事業株式会社

季卜使事業株式会社

郵イ見事業オ朱式会社

郵使事業株式会社

郵使事業″ぷ式会社

季トイ史事業オ朱式会社

(2)経常経費 (人件費を除く)の 内訳

年 月 日

23.01.11

23.01.26

23,02。 28

23,05.31

23.06。 30

23 10.07

23,12.01

金   額

22, 580

27,260

17,400

13,920

15,660

20,880

12,280

129,980

52,360

182,340

支 出 の 目 的

送  料

レタックス代

レクックス代

レタックス代

レクックス代

レタックス代

レタ ックス代

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
口 計

(注 1)

(注 2)

(注 3)

国会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要がありますぢ

国会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括 して記載して下さい。
「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の頁に記載して下さい。
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事務所費 (切手・季卜遮料・サF欽代)

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地 )

東京都千代〔王l医寅が関1-3-2

東京都千代 王ヽl区寅が関1-3-2

東京都千代〔El区 寅が関1-3-2

東京考卜十代〔I:,区 罠が関1-3-2

東京若卜十代口医寅が関1-3-2

東京都千代口区罠が関13-2

東京若卜十代〔El医 寅が関1-3-2

東京若卜十代口区真が関1-3-2

東京若卜十代〔口医寅が関1-3-2

東京若卜十代口医寅が関1-3-2

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

郵使事業株式会社

郵イ史事業オ朱式会社

郵イ史事業株式会社

郵使事業株式会社

郵イ史事業ッ体式会社

郵使事業株式会社

郵イ史事業株式会社

郵イ史事業株式会社

郵使事業株式会社

峯卜使事業株式会社

(2)経常経費 (人件費を除く)の内訳

年 月 日

23.02.18

23.02,23

23.03.28

23,04.25

23,06。 24

23 06.24

23.09 05

23. 10.26

23. 11, 14

23, 12. 14

金   額

10,700

24,000

14,700

13 320

10 000

12,000

17, 000

14,040

12,500

21,000

149,260

70, 850

220, 110

支 出 の 目 的

物手・季卜送料

物手・郵送絆

↓ア7手 。郵送料

物争・郵送料

物千・郵送料

彰ア7手・季卜送料

物手・郵送料

物手 。郵送料

物千 。郵送料

物手 。褒卜逃料

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
口 計

(注 1)

(注 2)

(注 3)

国会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

国会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括 して記載して下さい。
「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の更に記載して下さい。
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事務所費(島亀・駐車代)

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

項目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

(2)経 常経費 (人件費を除く)の内訳

年 月 日金   額

0

14,1650

14,650

支 出 の 目 的

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
ロ 計

(注 1)

(注 2)

(注 3)

国会議員関係政治団体及び資金管理団体 (指定期間中)のみ、人件費以外の経常経費に

ついて記載する必要があります。

国会議員関係政治団体にあっては 1万 円超の支出、資金管理団体にあっては 5万円以上の

支出はすべて個別に掲載し、それ未満の支出は「その他の支出」に一括 して記載 して下さい。
「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の項目ごとに、最後の頁に記載して下さい。
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項目別区分  組織活動費 ( 行 字 費 )

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

下若卜針君卜と生町4生丁203-4

宇都宮市桜4-1-25

刀卜須郡刀卜須町島久色598-146

宇若卜宮市桜4-1-25

宇若卜宮市桜4-1-25-の 沢2-6

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

日本料理 終

振込料=えオ1銀行

いエーシーエフ

捩基料=えオ1銀行

台民比栃木県第一垂拳医丈部

(2)政治活動費の内訳

年 月 日

23.01,31

23 01.31

23.07,01

23.07.01

23。 11.18

金   額

21,950

105

78,550

315

20,000

120,920

0

120,920

支 出 の 目 的

県義との会谷

会谷振込料

4医義夏会

会谷振込料

パーティー会安

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

△
口 計

(注 1 国 関係政治団体にあっては1万円 の支出、その他にあっては

5万円以上の支出はすべて個別に掲載し、 5万円未満の支出は「その他
の支出」に一括して記載して下さい。
「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の ( )の 中の項目
ごとに、最後の頁に記載して下さい。

〕?

(注 2)
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項目別区分  機関気素の発行その他の事業費(機関鉄終の発行字紫費 )

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

埼玉県率カロ市参明町672

宇考卜宮市桜4-1-25

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

(有l竹口
'P斥

1

振基料=えオ1 銀行

(2)政治活動費の内訳

年 月 日

23.12. 2 6

23. 12.26

金   額

178,500

840

179,340

0

179,340

支  出  の 的

機関欽作成費

作成費振基料

こ の 買 の 小 計

そ の 他 の 支 出

ハ
口 計

(注 1)国 関 にあっては 1万円超の支出、その他にあっては
5万円以上の支出はすべて個別に掲載し、 5万円未満の支出は「その他
の支出」とこ一括して記載して下さい。
「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の ( )の 中の項目
ごとに、最後の頁に記載して下さい。

49'

(注 2)
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項目別区分  機関鉄業の発行その他の事業費(宣伝事業費 )

備 考支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

埼工県率カロ市全明町672

宇都宮市桜4-1-25

宇都g市木町1-22

宇若卜宮市桜4-1-25

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

l有)竹ロレロ痛1

振基料=えオll 銀行

自由民主党栃木丈部皇谷会

振込朴=え秀ll銀行

(2)政 治活動費の内訳

年 月 日

23.02 28

23.02.28

23.11. 01

23.11.01

金   額

188,787

840

350,000

525

540, 102

0

540, 102

支 出 の 目 的

ポスター作成費

ビラ作成費

広幸R皐賃料

賃料才斤ド基料

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

△
口 計

(注 1) 関係政治団体にあっては 1万円超の 、その他にあっては

5万円以上の支出はすべて個別に掲載し、 5万円未満の支出は「その他
の支出」に一括して記載して下さい。
「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の ( )の 中の項目
ごとに、最後の頁に記載して下さい。

イ|

(注 2)
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(3)本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出の内訳

備 考主たる事務所の所在地

宇考卜宮市木町 1-22

交付金の供与を受けた本部
又 は 支 部 の 名 称

自由氏主党栃木呆丈部竜谷会

年 月 日

23 11.01

金   額

350,000

350,000

350,000

支 出 項 目

宣伝事業費

こ の 頁 の 小 計

ハ
口 計

42
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資 産 等 の 状 況

1 資産等の総括表

(注)□が有の場合は「項 目別区分」 ごとに (そ の18)が必要ですざ

イう

資 産 等 の 有 無

備 考征

ご

げ

y

田/

□/

V

団/

ゴ

♂

y
y

ご

有

□

□

□

□

□

□

□

資 産 等 の 項 目 別 区 分

ア 土 地

イ 建 物

ウ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権

工 取 得 の 価 額 が 100万 円 を 超 え る 動 産

本
預金 (普通預金及び当座預金を除く。)若 しくは貯金 (普

通貯金を除く。)又 は郵便貯金 (通常郵便貯金を除く。 )

力 金 銭 信 託

キ 有 価 証 券

ク 出 資 に よ る 権 利

ケ 貸 付 先 ごとの残 高 が 100万 円を超 え る貸付 金

コ 支 払 わ れ た 金 額 が 100万 円 を 超 え る 敷 金

サ 取得の価額が100万 円を超える施設の利用に関する権利

シ 借入 先 ごとの残 高 が 100万 円を超 え る借入金

※有無について□して下さい。
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碁

旦 垂
口

哲
百

添 付 書 類 傷可添のとおり)

1.領収書等の写し

2.監査意見書 (政党及び政治資金団体に限る。)

3.政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

平成 24年 5月 31日

政 治 団 体 の 名 称  自由民主党栃木県第四4挙区え郵

会計責任者 の氏名 大 谷 逹

※ 代 表 者 の 氏 名

※ 解散の場合φみ代表者も署名・捺印すること。

イキ



政治資金監査報告書

平成 24年 5月 31日

自由民主党栃木県第四選挙区支部

代表  佐 藤  勉  殿

式 済ヽ公イ
争

~
第 2944
平成 21年 10月 15日

監査の概要

(1)私は、政治資金規正法 (以 下「法」という。)第 19条の 13第 1項の規定に基づき、

自由民主党栃木県第四選挙区支部の平成 23年に係る法第 12条第 1項に規定する収支

報告書のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会

計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書

について、支出に関する政治資金監査を行った。

(2)こ の政治資金監査は、法第 19条の 13第 2項に定めるところにより政治資金適正化

委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」 (以下「政治資金監査マニュ

アル」という。)に基づき行つた。

(3)私の責任は、外部性を有する第二者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の

作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書

等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金監査

マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告することにある。

(4)こ の政治資金監査は、自由民主党栃木県第四選挙区支部の主たる事務所において行

った。

2.監査の結果

私が実施 した政治資金監査の結果は、以下のとお りである。

(1)法第 19条 の 13第 2項第 1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収書

等、領収書等を徴 し難かつた支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。

(2)法第 19条の 13第 2項第 2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会議

員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載 され、かつ、当該国会議員関

係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

(3)法第 19条の 13第 2項第 3号に規定する事項について、法第 12条第 1項に規定す

る収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴 し難かつた支出の明細

書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。

(4)法第 19条の 13第 2項第 4号に規定する事項について、領収書等を徴 し難かった支

出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載 されていた。

3 業務制限

自由民主党栃木県第四選挙区支部 と私 との間には、法第 19条 の 13第 5項の規定に違

反する事実はない。

また、自由民主党栃木県第四選挙区支部と政治資金監査の業務を補佐 した使用人その

他の従業員との間においても、同様である。
以上

登録政治資金監査人

登 録 番 号

研修修了年月 日

ｋ
キ


